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■日時　2019年12月10日（火）／13:00～16:00 (受付開始は30分前です)
■受講料　25,000円（資料代・税込み）　　　■定員　60名　　　■場所　TAP高田馬場

20191210

国際化の進展にともない、海外に居住する相続人がいるケースが増えてきました。特に「国外転出（相続）時課税」の創設により、海外に
居住する相続人が有価証券を相続する場合の税務上の取扱いについて理解が必要になっています。今回の講座では、国外転出（相続）
時課税を中心に、海外に居住する相続人がいる場合の相続税・所得税等のポイントを解説いたします。

海外に居住する相続人がいる場合の相続税制のポイント
（１）海外に居住する相続人がいる場合の税務上の留意点（概要）
（２）所得税申告時の留意点
（３）海外に居住する相続人がいる場合の相続税の小規模宅地特例の留意点
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所得税の国内転出（相続）時課税制度のポイント
（１）相続又は遺贈により個人間で財産の移転があった場合の課税関係の原則
（２）「国外転出（相続）時課税」の創設の趣旨
（３）対象となる資産と対象となる居住者の範囲
（４）対象となる資産が非上場株式である場合のその価額の算定方法
（５）納税猶予制度の概要
（６）納税猶予の適用を受ける場合に提供する担保の種類
（７）準確定申告期限までに遺産が未分割の場合
（８）「国外転出（相続）時課税」の適用を受けた資産を譲渡した場合の取得価額の調整
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同志社大学経済学部卒業
大和銀行（現：りそな銀行）入行
税理士試験合格
タクトコンサルティング入社
現在は情報企画部 部長として、相続、譲渡、事業承継から企業組織再編まで、
資産税を機軸とした幅広いコンサルティング業務に携わる。
東京商工会議所「事業承継の実態に関する調査研究会」委員
中小企業基盤整備機構「中小企業事業引継ぎ
支援全国本部に係るアドバイザリーボード」委員

≪主な著書・製作協力した出版物≫
「新・事業承継税制Q&A」（共著：日本法令）／「非上場会社のための金庫株の税務Q&A」（共著：大蔵財務協会）
「平成30年度税制改正対応"守りから攻め"の事業承継対策Ｑ＆Ａ」（共著：ぎょうせい）／「不動産組替えの税務Ｑ＆Ａ」（共著：大蔵財務協会）
「税理士なら知っておきたい 事業承継対策の法務・税務Ｑ＆Ａ」（共著：中央経済社）／「事業承継関連法の解説（専門家向けテキスト）」（中小企業基盤整備機構）

平 成 2 年
同 年
平 成 5 年
平 成13 年

平成26年
平成27年～

タクト流資産税コンサルティング実務２０１9
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事務所名
または会社名

ご記入月日 年　　　　　　月　　　　　　日

事業所または
会社所在地
ご　住　所

〒

E-mail

認定区分 番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）AFP　・　CFP®

TEL
※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。

※お持ちの方はご記入ください。

FAX

ふりがな

参加者名

業　　種

□弁護士
□行政書士
□金融機関
□不動産業

□税理士
□社会保険労務士
□証券
□住宅・建設

□司法書士
□中小企業診断士
□コンサルティング会社

□不動産鑑定士
□FP

□公認会計士
□土地家屋調査士
□保険
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな

FAX:03-3208-6255
セミナー詳細・お申込は、ホームページからでもご利用可能です。 またはTAP実務セミナー

●本書・受講申込書をコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。「受講申込書」が届き次第参加者様宛に、折り返し「受付確認書」をFAXいたします。
●お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

〈TAP高田馬場〉
［所在地］
東京都新宿区高田馬場1-31-18　高田馬場センタービル３階
［交通アクセス］
JR山手線 高田馬場駅（戸山口）より徒歩３分
西武新宿線 高田馬場駅（戸山口）より徒歩３分
東京メトロ東西線 高田馬場駅（３番出口）より徒歩６分

NPO法人　日本ファイナンシャルプランナーズ協会
法人賛助会員・継続教育認定単位研修機関

https://tap-seminar.jp seminar@t-ap.jp

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル３階
TEL.0120-02-8822／FAX.03-3208-6255
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2019.12.10（火）　講師：山崎 信義 氏

　受講申込書

タクト流 資産税コンサルティング実務２０１９

海外に居住する相続人がいる場合の相続税・所得税等の取扱い

□東京定額制クラブ会員　□ＴＡＰ実務家クラブ会員　□一般
□TAP実務セミナー利用券使用（No.　　　　　　　　　　　　）


